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令和３年７月８日  美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和３年７月８日午前９時農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

 

    

    

１番  小 西 嘉 之       １０番  山 田 貞 子  

２番  加 藤 堅之助       １１番  中 野 龍太郎 

３番  髙 橋 秀 行       １２番  佐 藤   久 

４番  佐々木 竜 孝       １３番  木 村 とも子 

５番  奥 山 秀 治       １４番  髙 橋 正 和 

６番  佐々木 定 廣       １５番  深 沢   靖 

７番  深 田 秋 彦       １６番  鈴 木 敏 夫 

８番  細 井 千代文       １７番  髙 橋 正 尚 

９番  井 関 一 良        

        

        

 

        

        

                              

 

                   本会委員出席者  １７名 

  

                         

                

２．欠席委員は次のとおり 

 

    

                          

       なし 
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１．出席事務局職員 

 

局  長         大 澤   修 

庶務班長兼農地調整班長  加 藤 隆 輝 

 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第２５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３   議案第２６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の決定について 

第 ４  議案第２７号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の決定について（農地中間管理権の取得） 

第 ５  議案第２８号 非農地証明の申請に対する可否の決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午前９時２３分本委員会の閉会を告げた。 
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令和３年７月８日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和３年７月８日 

 

２．場     所     美郷町役場大会議室 

 

３．開     会     午前９時  

  

４．閉     会     午前９時２３分 

 

５．議事録署名委員     ７番  深 田 秋 彦 

８番  細 井 千代文 

 

●議  長 それでは、ただ今から令和３年第７回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 それでは、日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定に

より指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、７番、深田委員、８番、

細井委員を指名します。 

●議  長 次に、日程第２、議案第２５号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程し議題とします。議案第２５号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２５号、申請番号１８番から１９番までについて議案書をもとに

朗読、説明 】 

      始めに使用貸借権です。 

申請番号１８番、六郷地区の田１４筆、１１，９９９㎡、渡人は公益社団法

人秋田県農業公社、受人は○○○さんです。６月総会の基盤強化法で、○○

○さん、○○○さん共有のものから秋田県農業公社へ売却された農地です。

受人は１０年分割で地代を支払った後、秋田県農業公社から受人へ所有権が

移る予定です。 

続いて賃貸借権です。 

申請番号１９番、千畑地区の田６筆、４，１０４㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人の離農のため、受人へ賃貸借します。１０ａあた

り○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１８番と１９番の申請内容につきましては、農地法第３条第２項の

各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしているものと考えられ

ます。以上です。 

●議  長 議案第２５号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１８番、１９番の２件につい
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て質疑を行います。質疑ございませんか。 

 ２番委員 申請番号１９番についてお伺いいたします。受人の貸付面積が２７，６３６

㎡となっておりますが、その内訳が分かりましたら説明をお願いします。 

●庶務班長 貸付面積は、すべて○○○と中間管理機構を通して貸付しております。 

 ２番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございますか。  

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１８番、１９番については、原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１８番、１９番については、原案

のとおり決しました。よって、日程第２、議案第２５号については、原案の

とおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第２６号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第２６号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２６号について、申請番号６４番から６５番までについて議案書

をもとに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

申請番号６４番、千畑地区の田３筆、１４，１５０㎡、渡人は○○○さん、

受人は公益社団法人秋田県農業公社です。公社特例事業で、渡人から公社を

経由して受け手へ売買するものです。渡人が離農するためで、売買価格は１

０ａあたり○○○円です。買い受け予定者は○○○さんで、引き渡し時期は

９月２日を予定しております。 

続きまして、貸借権設定です。 

申請番号６５番、仙南地区の田５筆、８，９４３㎡、渡人は○○○さん、○

○○さんの共有、受人は○○○さんです。１０ａあたり○○○円で、期間は

１０年間です。再設定です。受人の経営状況は資料１ページのとおりです。

受人は農機具一式を所有しております。 

申請番号６４番と６５番につきましては、いずれも農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第２６号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号６４番、６５番の２件につい

て質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号６４番、６５番については原案の

とおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号６４番、６５番については原案の

とおり決しました。よって、日程第３、議案第２６号については原案のとお

り許可決定いたします。 
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●議  長 次に日程第４、議案第２７号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定についてを上程し議題とします。農地中間管理権の取得でござ

います。議案第２７号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２７号について、申請番号１８１番から１９０番までについて議

案書をもとに朗読、説明 】 

申請番号１８１番から１９０番までについては、農地中間管理事業による貸

借権設定です。期間は本年８月１日から令和１３年７月３１日までの１０年

間です。 

申請番号１８１番、六郷地区の田５筆、１４，３４２㎡、出し手は○○○さ

んです。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８２番、千畑地区の田１筆、１，２９４㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８３番、仙南地区の田１筆、２，５３９㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８４番、千畑地区の田３筆、２，５０５㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８５番、仙南地区の田１筆、２，３４４㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８６番から１８９番までの受け手は○○○さんです。 

申請番号１８６番、六郷地区の田７筆、仙南地区の田２筆、計５，５８９㎡、

出し手は○○○さんで、１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８７番、仙南地区の田４筆、２，８３８㎡、出し手は○○○さん

で、１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８８番、仙南地区の田２筆、１，２９０㎡、出し手は○○○さん

で、１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１８９番、仙南地区の田１筆、４７０㎡、出し手は○○○さんで、

１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１９０番、六郷地区の田２筆、５，１６６㎡、出し手は○○○さん

です。１０ａあたり○○○円で、受け手は○○○さんです。 

申請番号１８１番から１９０番までの１０件につきましては、いずれも農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えら

れます。以上です。 

●議  長 議案第２７号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１８１番から１９０番までで

ございますが、申請番号１８５番は本人案件ですので、まずは、申請番号１

８１番から１８４番までについて質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは申請番号１８１番から１８４番までについて

は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって申請番号１８１番から１８４番までについて
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は原案のとおり決しました。 

●議  長 次に、申請番号１８５番について審議に入る前に、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 

 

                         ○番委員 退席 午前９時１３分 

       

●議  長 それでは、申請番号１８５番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１８５番については原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１８５番については原案のとおり

決しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                         ○番委員 着席 午前９時１４分 

 

●議  長 それでは、申請番号１８６番から１９０番までについて質疑を行います。質

疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは申請番号１８６番から１９０番までについて

は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１８６番から１９０番までについ

ては原案のとおり決しました。よって、日程第４、議案第２７号については

原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に日程第５、議案第２８号非農地証明の申請に対する可否の決定について

を上程し議題とします。議案第２８号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第２８号について議案書をもとに朗読、説明 】 

申請番号１番、仙南地区の畑１筆、２４９㎡、申請者は○○○さんです。非

農地証明の申請理由についてですが、申請地は当時の所有者が高齢となり、

約４０年前から耕作しておらず、現況に即した地目へ変更したいことから申

請しました。資料として、1 ページに位置図、２ページに公図、３ページに

全部事項証明書、４ページ以降は現場写真を添付しております。 

資料の写真をご覧ください。宅地が低く、左の高台が申請地です。このよう

に、現地確認の際に農地の状況を確認しましたが、周りの山林原野とほぼ同

じような状況になってきており、農地として利用することが困難と判断して

おります。以上です。 

●議  長 議案第２８号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、担当委員の調査の報告をお願いします。 

 ２番委員 ７月１日午前１１時半頃、木村委員、事務局職員２名とともに現地を確認い

たしました。資料２ページの公図の申請地９０番と４ページの写真を見比べ



7 

 

ていただきたいと思いますが、写真の左側の赤土のところがあり、それが９

７番です。この部分は現況畑となっておりますけれども、赤土の右側の斜面

と奥の山林となっている部分が申請地の９０番です。この辺一帯はもともと

丘のようになっている場所で、土採取により崩して宅地や畑になっていると

ころもあります。公図の中の申請地９０番のほか９１番から９６番まで杉の

木が植わっておりますが、もともと畑として利用していた場所に植林等が行

われ山林化、原野化したように見受けられました。現況から見て、原状復帰

は難しいと判断いたしました。以上です。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。議案第２８号について質疑を行います。

質疑ございませんか。 

１１番委員 地目が農地であって現況がこのような場合、本人の申請があれば証明する、

なければ取り扱わないということですか。 

●事務局長 本年４月１日付で農林水産省経営局農地政策課長より各都道府県担当部長

宛、非農地判断の徹底についてという文書が発出されております。その中で

も農業委員会としては農地台帳の正確性を期するために、非農地である農地

に関しては、非農地の確認をすることとなっております。本来であれば所有

者が登記を直すべきですけれども、一部の市町村では、職権で地目変更の登

記も行っております。やはり現状再生不可能な場所を農地として復元させる

のは困難でありますので、そのような場所については、町の課税部門と連携

しながら、所有者の方へ確認し、非農地判断をしていただきながら解消して

いくという流れになろうかと思います。以上です。 

１１番委員 わかりました。 

●議  長 ほかに質疑ございますか。  

      【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１番については、原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

 【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１番については、原案のとおり決

しました。よって、日程第５、議案第２８号については原案のとおり許可す

ることに決定いたします。 

●議  長 以上で会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和３年第７回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

   会議終了 午前９時２３分 
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上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和３年７月８日 

 

 

               美郷町農業委員会会長  髙  橋  正  尚 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  深  田  秋  彦 

 

 

               議 事 録 署 名 委 員  細  井  千 代 文 


